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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

11. 11.

(2)  重要な箇所、及び主要構造物の基礎工事の施工 (2)  重要な箇所、及び主要構造物の基礎工事の施工
(3)  その他監督員が特に指示したもの (3)  その他監督員が特に指示したもの

12.

1.

1.1.28 工事関係者に
関する措置請求 1.1.27 工事関係者に
関する措置請求

　～ 　～

1.1.44 疑義の解釈 1.1.43 疑義の解釈

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書
　受注者は、工事の施工が次の各号に掲げる事項の場合は、監督員の立
会いを求めたうえで施工しなければならない。

P.14

工事関係者
に

関する措置
請求

1.1.28

P.14

第1節

P.10

1.1.27

(1)  断水作業が伴う配管工事、仕切弁等の操作及び排水作業等が
　必要な工事

　建設現場等における遠隔臨場は、原則として、第５章　その他　参考
資料５「建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領」に基づき実施
しなければならない。

　受注者は、工事の施工が次の各号に掲げる事項の場合は、監督員の立
会いを求めたうえで施工しなければならない。
(1)  断水作業が伴う配管工事、仕切弁等の操作及び排水作業等が
　必要な工事

週休２日の対
応

　週休２日等確保工事は、第５章　その他　参考資料4　「いわき市水
道局週休２日等確保工事実施要領」に基づき実施しなければならない。

1.1.18

監督員の検
査（確認を含
む）及び立会

等

第1章
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

7． 　写真の大きさは、Ｌ判(89ｍｍ×127ｍｍ)程度とし、デジタル写真データ 7． 　写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。
を使用する場合も同様の大きさで作成する。
　ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。 　ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。
(1)　着手前、しゅん工写真等はキャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可） (1)　着手前、しゅん工写真等はキャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可）
　　とすることができる。 　　とすることができる。
(2)　監督員が指示するものはその指示した大きさとする。 (2)　監督員が指示するものはその指示した大きさとする。

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則２

配管工事
写真管理

基準

（写真の大きさ）

7.
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

3． 　ポリエチレンスリーブの施工は以下の要領で行う。 3． 　ポリエチレンスリーブの施工は以下の要領で行う。
(1)　継手部は､必要に応じてボルト等によりやぶれない様に保護する｡ (1)　継手部は､必要に応じてボルト等によりやぶれない様に保護する｡
　　(例 ブチルゴムテープ､その他テープ､収縮チューブ 等) 　　(例 ブチルゴムテープ､その他テープ､収縮チューブ 等)
(2)　GX形及びS50形を含む全ての鋳鉄製継手部､異形管類､仕切弁、離脱防止 (2)　GX形及びS50形を含む全ての鋳鉄製継手部､異形管類､仕切弁、離脱防止
　　金具等は二重巻とする｡ 　　金具等は二重巻とする｡
(3)　腐食性土壌中に配管する場合は､コンクリート巻き立て､各種防食 (3)　腐食性土壌中に配管する場合は､コンクリート巻き立て､各種防食
　　テープを施す｡ 　　テープを施す｡
※ ポリエチレンスリーブの施工方法は､第5章 その他 付則４ 「配管工事 ※ ポリエチレンスリーブの施工方法は､第6章 その他 付則４ 「配管工事
  標準図集 7-1～8」に示すとおりとする｡   標準図集 7-1～8」に示すとおりとする｡

(3)　給水管の防食 (3)　給水管の防食
　　 給水管の防食対策の詳細については、給水装置工事設計施行指針 　　 給水管の防食対策の詳細については、給水装置工事設計施工指針
　　（P54 4.9.4.浸食防止）による。 　　（P49 4.9.4.侵食防止）による。

第5章

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則３

ダクタイル鋳
鉄製品の防

食基準

（ポリエチレンスリーブ）

共通仕様書

付則３

ダクタイル鋳
鉄製品の防

食基準

（その他の防食法）
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

削除

R５改定で削除されたが、R６改定で目次にはないが再度掲載されていたため

図番修正

R３改定、再度R４改定した際に、R３改定の2-22と重複していたため、

2-22を削除し、図番をR４改定の「2-24」から「2-22」に修正

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則４

配管工事標
準図集

2-18

2-22

共通仕様書

第5章

付則４

配管工事標
準図集
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

図番修正 R４制定した際の目次と図番に相違があるため、修正

（「2-10」　→　「2-34」）

図番修正 R４制定した際の目次と図番に相違があるため、修正

（「2-12」　→　「2-35」）

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第5章

付則４

配管工事標
準図集

2-34

配管工事標
準図集

2-35

共通仕様書

第5章

付則４
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

図番修正 「3-8」が重複していたため、「3-9」に修正

図面名称修正

ポリエチレンスリーブ施工要領「（３）」が重複していたため、「（４）」に修正

改定項
新　（　改　定　後　）

配管工事標
準図集

3-9

旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第5章

付則４

付則４

共通仕様書

第5章

配管工事標
準図集

7-4
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

改定の追記

「　-　」→「R５.４」記入漏れ
第5章

8-11

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

付則４

配管工事標
準図集

共通仕様書

第5章

付則４

配管工事標
準図集

10-1
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

共通仕様書

第5章

付則４

配管工事標
準図集

11-1

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年4月1日）　新旧対照表

付則8

様式集

現場代理人及
び主任技術者

等通知書

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第５章

第23号様式（第33・第34条関係）

　　いわき市水道事業管理者　様

受注者 　　住所

１　現場代理人(通知日現在、現場代理人・主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです。)

約款10条第２項に規定する権限のすべて

上記のうち を除く

（注） 1 該当する事項の番号を○で囲むこと。

2 建設業法上の営業所の専任技術者である者は現場代理人にはなれない。

3 現場代理人の常駐義務の緩和を承認された場合を除き、現場代理人は工事現場に常駐する必要がある。

(他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の現場代理人になれない場合が

ある。）

２　主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐(通知日現在、主任技術者になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです.)

2

（注）1　「施工形態」の欄は、該当する事項の番号を○で囲むこと。

　　　2　下請総額5,000万円は、建築一式工事の場合は8,000万円となる。

　　　3　監理技術者資格者証の交付を受けている技術者は、その写し（表、裏とも）を添付すること。

　　　4　記載事項に変更が生じた場合には、速やかに再提出すること。（上欄の変更を○で囲むこと。）

　　　5　建設業法上の営業所の専任技術者である者は専任の主任技術者等にはなれない。

　　　6　請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上の工事における主任技術者等は、工事現場ごとに

　　　 専任の者であること。(この場合、他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の主

　　　　主任技術者等にはなれない。)

《監督員確認欄》

職 氏名 職 氏名

　現場代理人常駐義務発生日(現場着手日) 　主任技術者等の専任義務発生日(工事着手日)

日 日

※以下は請負金額が500万円以上の場合は、施工体制点検によるため記入不要。

職 氏名 職 氏名

　現場確認の結果、上記記載事項に 　現場確認の結果、上記記載事項に

相違 相違

ない ない

ある ある

当初 変更

現場代理人及び主任技術者等通知書
令和 年 月 日に契約を締結した、 （工期 令和 年 月 日～令

和 年 月 日)について、いわき市水道局工事請負契約約款第10条の規定に基づき、本件工事の現
場代理人及び主任技術者等（主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐）を下記のとおり定めたの
で、別添経歴書を添えて通知します。

令和　　年　　月　　日

（ 年 月 日 生 ) 2

1

　　氏名

記

氏　　　　名 権 限

1

技　　術　　者施　工　形　態

すべて自社施工する。

区分

主　任
技術者

氏  名

一部下請施工する。 資格の名称 資格者証番号

--

下
請
金
額
区
分 監　理

技術者
補　佐 (　　年　　月　　日生)

区分

年 月 年 月

2 2

(R7.4.1版) 

確 認 月 日 確 認 結 果 確 認 月 日 確 認 結 果

1 1

(　　年　　月　　日生)

役 職 資格の名称

氏  名 役 職

監　理
技術者

--

ⅱ 下請総額5,000万円以上

ⅰ 下請総額5,000万円未満

(　　年　　月　　日生)

主　任
技術者

(　　年　　月　　日生)

第23号様式（第33・第34条関係）

　　いわき市水道事業管理者　様

受注者 　　住所

１　現場代理人(通知日現在、現場代理人・主任技術者等になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです。)

約款10条第２項に規定する権限のすべて

上記のうち を除く

（注） 1 該当する事項の番号を○で囲むこと。

2 建設業法上の営業所の専任技術者である者は現場代理人にはなれない。

3 現場代理人の常駐義務の緩和を承認された場合を除き、現場代理人は工事現場に常駐する必要がある。

(他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の現場代理人になれない場合が

ある。）

２　主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐(通知日現在、主任技術者になっている他の工事については、裏面の一覧表のとおりです.)

2

（注）1　「施工形態」の欄は、該当する事項の番号を○で囲むこと。

　　　2　下請総額4,500万円は、建築一式工事の場合は7,000万円となる。

　　　3　監理技術者資格者証の交付を受けている技術者は、その写し（表、裏とも）を添付すること。

　　　4　記載事項に変更が生じた場合には、速やかに再提出すること。（上欄の変更を○で囲むこと。）

　　　5　建設業法上の営業所の専任技術者である者は専任の主任技術者等にはなれない。

　　　6　請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事における主任技術者等は、工事現場ごとに

　　　 専任の者であること。(この場合、他の工事において現場代理人である者、主任技術者等である者は、当該工事の主

　　　　主任技術者等にはなれない。)

《監督員確認欄》

職 氏名 職 氏名

　現場代理人常駐義務発生日(現場着手日) 　主任技術者等の専任義務発生日(工事着手日)

日 日

※以下は請負金額が500万円以上の場合は、施工体制点検によるため記入不要。

職 氏名 職 氏名

　現場確認の結果、上記記載事項に 　現場確認の結果、上記記載事項に

相違 相違

ない ない

ある ある

1 1

2 2

(R6.4.1版) 

確 認 月 日 確 認 結 果 確 認 月 日 確 認 結 果

年 月 年 月

(　　年　　月　　日生)

監　理
技術者
補　佐

--

(　　年　　月　　日生)

資格者証番号

下
請
金
額
区
分

ⅰ 下請総額4,500万円未満
主　任
技術者

--

(　　年　　月　　日生)

ⅱ 下請総額4,500万円以上

監　理
技術者

一部下請施工する。 区分 氏  名 役 職 資格の名称

資格の名称

主　任
技術者

(　　年　　月　　日生)

1 すべて自社施工する。

区分 氏  名 役 職

（ 年 月 日 生 ) 2

施　工　形　態 技　　術　　者

　　氏名

記

氏　　　　名 権 限

1

当初 変更

現場代理人及び主任技術者等通知書
令和 年 月 日に契約を締結した、 （工期 令和 年 月 日～令

和 年 月 日)について、いわき市水道局工事請負契約約款第10条の規定に基づき、本件工事の現
場代理人及び主任技術者等（主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐）を下記のとおり定めたの
で、別添経歴書を添えて通知します。

令和　　年　　月　　日
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年4月1日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第５章

付則９

段階確認及び
事務手続き
実施要領

竣工書類
チェックリスト

　　その他書類一覧（別冊で整理）

　　※項目別で整理する

□施工計画書

□当初 □再生資源利用[促進]計画書

□変更 □再生資源利用[促進]計画書

□工事打合簿（協議・承諾・指示等）

※　工事内容に変更を生じない資料（承認図等）

□資材の承認図、仕様書等(必要に応じて) □土質試験結果報告書

□ アスファルト混合物事前審査認定書 □ アスファルト混合物配合報設計告書

□路盤材料試験成績表

□確認書（確認・立会願)

□確認・立合項目一覧(任意様式)

□監督員チェックリスト

□施工管理（施工計画書に基づく施工状況）

□出来形管理

□φ150mm以下の単独事業費工事

□掘削工 □ コアー採取試験結果表 ※竣工検査時に採取したコアーを提示する

□砂基礎工 □仮復旧

□埋戻工 □本復旧

□管布設工 □表層平坦試験

□路盤工、舗装工

□φ200mm以上の配管工事及び補助事業に係る工事

□掘削工 □ コアー採取試験結果表 ※竣工検査時に採取したコアーを提示する

□砂基礎工 □仮復旧

□埋戻工 □本復旧

□管布設工 □表層平坦試験

□路盤工、舗装工

□品質管理

□φ150mm以下の単独事業費工事

□日水協受検証明書、資材検査証明書 □各種機器類の検査調書又は使用書類

　　※　JIS、JWWA規格品であり、監督員の臨場検査を受けたものは不要

□土の現場密度測定結果表 □上層路盤密度測定結果表

□継手チェックシート □下層路盤密度測定結果表

□ アスフアルト密度測定結果表 □密度試験を延長200m毎に1回実施しているか

□ アスフアルト検温結果表 (土と上層、下層路盤）

(本復旧←Ｘ管理図←出荷時、到着時、舗設時)

□φ200mm以上の配管工事及び補助事業に係る工事

□日水協受験証明書,資材検査証明書 □各種機器類の検査調書又は仕様書類

　　※　JIS、JWWA規格品であり、監督員の臨場検査を受けたものは不要

□土の現場密度測定結果表       □上層路盤密度測定結果表

□継手チェックシート □下層路盤密度測定結果表

□ アスフアルト密度測定結果表 □密度試験を延長200m毎に1回実施しているか

□ アスフアルト検温結果表 (土と上層、下層路盤）

(仮復旧・本復旧←Ｘ管理図←出荷時、到着時、舗設時)

□安全対策関係書類　(総括表のみ添付、本書は竣工検査時に提示)

□社内検査（段階検査・下請引取り検査・竣工検査）

□工事日報

□交通誘導警備員人数が適切か ※設計人数と実施人数を必ず確認し、赤チェック等を残す

※提出の指示があった場合

□資材受払簿（配水管材、給水管材、骨材等） ※国庫補助金等に係る工事のみ

※　チェックした本書を、設計図書(その他の書類)の巻頭へ添付すること

工事名

竣工書類チェックリスト（土木工事編) 
○○配水管(第000-000号)改良工事

　　その他書類一覧（別冊で整理）

　　※項目別で整理する

□施工計画書

□当初 □再生資源利用[促進]計画書

□変更 □再生資源利用[促進]計画書

□工事打合簿（協議・承諾・指示等）

※　工事内容に変更を生じない資料（承認図等）

□資材の承認図、仕様書等(必要に応じて) □土質試験結果報告書

□ アスファルト混合物事前審査認定書 □ アスファルト混合物配合報設計告書

□路盤材料試験成績表

□確認書（確認・立会願)

□確認・立合項目一覧(任意様式)

□監督員チェックリスト

□施工管理（施工計画書に基づく施工状況）

□出来形管理

□φ150mm以下の単独事業費工事

□掘削工 □ コアー採取試験結果表 ※竣工検査時に採取したコアーを提示する

□砂基礎工 □仮復旧

□埋戻工 □本復旧

□管布設工 □表層平坦試験

□路盤工、舗装工

□φ200mm以上の配管工事及び補助事業に係る工事

□掘削工 □ コアー採取試験結果表 ※竣工検査時に採取したコアーを提示する

□砂基礎工 □仮復旧

□埋戻工 □本復旧

□管布設工 □表層平坦試験

□路盤工、舗装工

□品質管理

□φ150mm以下の単独事業費工事

□日水協受検証明書、資材検査証明書 □土の現場密度測定結果表

□各種機器類の検査調書又は使用書類 □上層路盤密度測定結果表

□継手チェックシート □下層路盤密度測定結果表

□ アスフアルト密度測定結果表 □密度試験を延長200m毎に1回実施しているか

□ アスフアルト検温結果表 (土と上層、下層路盤）

(本復旧←Ｘ管理図←出荷時、到着時、舗設時)

□φ200mm以上の配管工事及び補助事業に係る工事

□日水協受験証明書,資材検査証明書 □土の現場密度測定結果表       

□各種機器類の検査調書又は仕様書類 □上層路盤密度測定結果表

□継手チェックシート □下層路盤密度測定結果表

□ アスフアルト密度測定結果表 □密度試験を延長200m毎に1回実施しているか

□ アスフアルト検温結果表 (土と上層、下層路盤）

(仮復旧・本復旧←Ｘ管理図←出荷時、到着時、舗設時)

□安全対策関係書類　(総括表のみ添付、本書は竣工検査時に提示)

□社内検査（段階検査・下請引取り検査・竣工検査）

□工事日報

□交通誘導警備員人数が適切か ※設計人数と実施人数を必ず確認し、赤チェック等を残す

※提出の指示があった場合

□資材受払簿（配水管材、給水管材、骨材等） ※国庫補助金等に係る工事のみ

※　チェックした本書を、設計図書(その他の書類)の巻頭へ添付すること

竣工書類チェックリスト（土木工事編) 
工事名 ○○配水管(第000-000号)改良工事
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

１-２　図面様式 １-２　図面様式
(1) 図面の大きさ (1) 図面の大きさ

　図面の大きさは、Ａ１判を標準とする。（設計図面について、平面、縦断図以外はＡー３ 　図面の大きさは、Ａ１判を標準とするが、これにより難い場合はＡ３版を使用することが
版（Aー１縮小版）も可。図面縮小した場合には、縮小した旨を明記する。） できる。

付則10

水道管路図
面作成の手

引き

1．総則

1-2(1)

第５章

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

第１条 この要領は、建設業の働き方改革を確保するため、いわき市水道局が発注する建設工事において 第１条 この要領は、建設業の働き方改革を確保するため、いわき市水道局が発注する建設工事において
週休２日等確保工事（以下、「確保工事」という。）を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 週休２日　確保工事（以下、「確保工事」という。）を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

第２条 第２条
⑴ 「週休２日」とは、対象期間において、土日に限らず、４週８休(現場閉所率28.5%)以上の ⑴「週休２日」とは、対象期間において、　　　　　　　　　４週８休　　　　　　　　　　　の

現場閉所　　　　を行ったと認められる状態をいう。 現場閉所（現場休息を含む）を行ったと認められる状態をいう。
なお、週休２日は、毎週土日現場閉所とする「完全週休２日」とは異なる。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

⑵ 「週休２日交替制」とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら所定の休日率が
４週８休（対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合が28.5％以上の
水準の状態をいう。）以上の休日を確保したと認められる状態をいう。

⑶ 「完全週休２日」とは、対象期間中の各週において、土日の現場閉所を原則とし、かつ対象期間内で
４週８休（現場閉所率28.5%）以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自らが土日
以外（祝日など）にも現場閉所することは可能とする。また、事前の指示・協議により、災害対応や地元
調整等から土日の施工が指定された場合、悪天候により稼働日数が極端に少なくなる場合など、やむを
得ないと認められる場合は土日に代わる現場閉所日を設定できるものとする。

⑷ 「週休２日等」とは、「週休２日」、「週休２日交替制」及び「完全週休２日」のいずれかをいう。

⑸　（略）（略） ⑵ （略）

⑹ （略） ⑶ （略）

⑺ （略） ⑷ （略）

⑻ （略） ⑸ （略）

⑼「発注者指定型」とは、発注者が週休２日等に取り組むことを指定する方式をいう。 ⑹「発注者指定型」とは、発注者が週休２日　に取り組むことを指定する方式をいう。

第３条 この要領の対象となる工事は、本局発注の工事すべてとする。ただし、　　　　　　　　. 第３条 この要領の対象となる工事は、本局発注の工事すべてとする。ただし、災害復旧工事等、
緊急性のある工事又は工程上の制約により、休日の確保が困難であると判断される工事を除くものとする。 緊急性のある工事又は工程上の制約により、休日の確保が困難であると判断される工事を除くものとする。
　なお、　　　　　　　　確保工事の対象外工事であっても、受注者が週休２日等の実施を希望する場合は、 　なお、災害復旧工事等の確保工事の対象外工事であっても、受注者が週休２日　の実施を希望する場合は、
受発注者協議の上で対象とすることが出来る。 受発注者協議の上で対象とすることが出来る。

第４条　確保工事の実施方法等は、次の各号のとおりとする。なお、土木工事と建築工事については、 第４条　確保工事の実施方法等は、次の各号のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
いわき市週休２日等確保工事実施要領第４条に基づき実施するものとする。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

第５条 第５条
⑶　工事の補正項目及び補正率は、水道施設積算基準第２章第19節「週休２日工事に要する費用の積算」に ⑶　工事の補正項目及び補正率は、水道施設積算基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
基づくものとする。 基づくものとする。

第７条 第７条
⑶　なお、令和８年３月までに起工する工事の減点評価は行わない。 ⑶　なお、令和６年度中に起工する工事（令和７年以降執行予定の工事は除く）については、

減点しないものとする（経過措置）。

第８条 この要領に定めのない事項については、受発注者協議により定めるものとする。 第８条 この要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、協議しその都度定めるものとする。

第５章

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書

第５章

参考資料

いわき市水道局
週休２日
確保工事
実施要領

4

P1

共通仕様書

参考資料

いわき市水道局
週休２日
確保工事
実施要領

4

P2
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

←追加

　

朱書きは「建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領（案）いわき市令和５年６月」を

いわき市水道局の仕様に修正した箇所

本表では、朱書きしたものののみ掲載

参考資料

遠隔臨場に
関する実施

要領

5

表紙

第５章

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第５章

参考資料

遠隔臨場に
関する実施

要領

5

P1
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第５章

参考資料

遠隔臨場に
関する実施

要領

5

P13
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表
改定項

新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）
改定頁

共通仕様書

第５章

参考資料

遠隔臨場に
関する実施

要領

5

P14
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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年４月１日）　新旧対照表

第５章

参考資料

遠隔臨場に
関する実施

要領

5

改定項
新　（　改　定　後　） 旧　（　現　行　）

改定頁

共通仕様書
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